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１－１ 目 的

緑化資材リサイクル業務共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は，中日本高速道路株式会社

（以下「当社」という。）が発注する緑化資材リサイクル業務に係る請負契約書（以下「契約書」と

いう。）及び設計図書の内容について，統一的な解釈及び運用を図るとともに，緑化資材リサイクル

業務の履行上必要な事項を定め，もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。

１－２ 用語の定義

契約書類に使用する用語の定義は，次の各号に定めるところによる。

(1) 「契約書類」とは，契約書第１条に規定する契約書及び設計図書をいう。

(2) 「仕様書」とは，共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき諸基

準を含む。），入札者に対する指示書，割掛対象表、質問回答書及びこれらを補足する書類をい

う。

(3) 「特記仕様書」とは，共通仕様書を補足し，緑化資材リサイクル業務の履行に関する明細又は

特別な事項を定める書類をいう。

また，甲がその都度提示した変更特記仕様書若しくは追加特記仕様書を含むものとする。

(4) 「図面」とは，入札に際して甲が交付した設計図及び甲から変更又は追加された設計図をいう。

(5) 「割掛対象表」とは，関連する単価表の項目の単価に含めて間接的に支払う業務費の項目と該

当する単価表の項目との関係を示したものをいう。なお，間接的に支払う業務費の名称と内容の

関係は，表１－１によるものとする。

割掛対象表に示す「固定割掛」とは，単価表の項目の数量の増減により規模・内容が変動しない

ものをいう。「変動割掛」とは，単価表の項目の数量の増減に伴い規模・内容が変動するものをい

う。

(6) 「監督員」とは，契約書第７条第１項の規定に基づき，甲が定め乙に通知した者をいう。

(7) 「副監督員」，「主任補助監督員」及び「補助監督員」とは，本章１－６－２，１－６－３及

び１－６－４の規定に基づき，監督員が定め乙に通知した者をいう。

(8) 「通常検査」とは，契約書第27条第２項の規定に基づき，緑化資材リサイクル業務の完了を確

認するために行う検査をいう。

(9) 「完了高」とは，契約書第27条第２項及び第28条第２項の規定に基づき，確認された緑化資材

リサイクル業務の完了部分の金額をいう。

(10) 「数量の検測」とは，緑化資材リサイクル業務の完了部分の測定及び履行内容の確認をいう。

(11) 「指示」とは、監督員が乙に対し、緑化資材リサイクル業務の履行上必要な事項について書面

をもって示し、実施させることをいう。

(12) 「承諾」とは、契約図書で明示した事項について、甲若しくは監督員又は乙が書面により同意

することをいう。

(13) 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、甲若しくは監督員と乙が対等の立場

で合議し、結論を得ることをいう。
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(14) 「提出」とは、監督員が乙に対し、又は乙が監督員に対し緑化資材リサイクル業務に係わる書

面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

(15) 「提示」とは、監督員が乙に対し、又は乙が監督員に対し緑化資材リサイクル業務に係わる書

面又はその他の資料を示し、説明することをいう。

(16) 「報告」とは、乙が監督員に対し、緑化資材リサイクル業務の状況又は結果について書面をも

って知らせることをいう。

(17) 「通知」とは、監督員が乙に対し、又は乙が監督員に対し緑化資材リサイクル業務に関する事

項について、書面をもって知らせることをいう。

(18) 「書面」とは，手書き，印刷物等の伝達物をいい，発行年月日を記載し，署名又は捺印したも

のを有効とする。ただし、緊急を要する場合は、ファクシミリ又はＥメールにより伝達できる

ものとするが、後日、有効な書面と差替えるものとする。

(19) 「ＪＩＳ」とは，日本工業規格をいう。

(20) 「試験法」とは，当社制定のNEXCO試験方法をいう。

１－３ 日数等の解釈

契約書類における期間の定めは契約書第１条第９項の規定によるものとするが，契約期間以外の

日数の算定に当たっては，12月29日から翌年１月３日及び５月３日から５月５日までの期間の日数

は算入しないものとする。

１－４ 契約書類の解釈

１－４－１ 契約書類の相互補完

契約書類は，相互に補完し合うものとし，そのいずれか一によって定められている事項は，契約

の履行を拘束するものとする。

１－４－２ 共通仕様書，特記仕様書及び図面の優先順位

共通仕様書，特記仕様書又は図面との間に相違がある場合には，特記仕様書，図面，共通仕様書

の順に優先するものとする。

１－４－３ 図面の実測値と表示された数字の優先順位

図面から読み取って得た値と図面に書かれた数字との間に相違がある場合は，数字が優先するも

のとする。

１－５ 設計図書の貸与、照査及び保管

１－５－１ 設計図書の貸与

監督員は，乙からの要求がり，必要と認めるときは，図面の原図を貸与する。

ただし，共通仕様書，各種施工管理要領等市販・公開されているものにあっては，乙の負担にお

いて備えるものとする。
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１－５－２ 設計図書の照査

乙は，履行前及び履行途中において，乙の負担により契約書第15条第１項第１号から第５号に係

る設計図書の照査を行い，該当する事実がある場合は，監督員にその事実が確認できる資料を書面

により提出し，確認を求めなければならない。また，確認できる資料とは，現場地形図，設計図書

との対比図，取り合い図，施工図等を含むものとし，乙は監督員から更に詳細な説明又は書面の追

加の要求があった場合は従わなければならない。

１－５－３ 設計図書の保管

乙は、契約の目的のために必要とする以外は、設計図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、

又は伝達してはならない。

１－６ 監督員及び主任補助監督員等

１－６－１ 監督員の権限

契約書第７条第２項の規定に基づき，監督員に委任した権限は次の各号に掲げるものをいう。

(1) 契約書第２条の規定に基づき行う関連工事の調整

(2) 契約書第12条の規定に基づき行う支給材料及び貸与品の取扱い

(3) 契約書第13条第４項の規定に基づき乙に代わって行う物件の処分，緑化資材リサイクル業務用

地等の修復若しくは取片付け

(4) 契約書第13条第５項の規定に基づき行う乙のとるべき措置の期限，方法等の決定

(5) 契約書第15条第３項の規定に基づき行う調査結果の通知

(6) 契約書第15条第４項の規定に基づき行う設計図書の訂正又は変更

(7) 契約書第16条の規定に基づき行う設計図書の変更

(8) 契約書第17条の規定に基づき行う緑化資材リサイクル業務の全部又は一部の履行の一時中止

の指示

(9) 契約書第19条の規定に基づき行う期間の短縮変更の請求

(10)契約書第20条の規定に基づき行う期間の変更に関する協議，決定

(11)契約書第21条第１項及び第２項の規定に基づき行う新単価に関する協議，決定

(12)契約書第21条第３項の規定に基づき行う増加費用又は負担額に関する協議，決定のうち次に掲

げる事項

1) 契約書第６条の規定に基づき行う費用の負担

2) 契約書第12条第７項の規定に基づき行う費用の負担

3) 契約書第14条第１項の規定に基づき行う費用の負担

4) 契約書第15条第５項の規定に基づき行う費用の負担

5) 契約書第16条の規定に基づき行う費用の負担

6) 契約書第17条第３項の規定に基づき行う費用の負担

7) 契約書第19条第３項の規定に基づき行う費用の負担

8) 契約書第23条第４項の規定に基づき行う費用の負担



1-6

9) 契約書第24条の規定に基づき行う費用の負担

10) 契約書第25条の規定に基づき行う費用の負担

11) 契約書第26条第４項の規定に基づき行う費用の負担

１－６－２ 副監督員

監督員は，必要と認めた場合には自己を補佐するとともに技術に関する点検及び指導を行うため

の副監督員を置くことができる。この場合において，監督員は，副監督員の氏名を乙に通知するも

のとする。

１－６－３ 主任補助監督員

監督員は，自己を補助させるため主任補助監督員を定めるものとし，監督員の権限とされる事項

のうち次の各号に掲げるものを委任するものとする。

この場合において，監督員は主任補助監督員の氏名を乙に通知するものとする。

(1) 契約書第７条第２項第２号の規定に基づき行う詳細図等の作成，交付，承諾

(2) 契約書第７条第２項第３号の規定に基づき行う工程管理，立会い，検査

(3) 契約書第10条第２項の規定に基づき行う検査

(4) 契約書第10条第４項の規定に基づき行う承諾

(5) 契約書第11条第１項及び第２項の規定に基づき行う立会い

(6) 契約書第11条第３項の規定に基づく記録等の提出

１－６－４ 補助監督員

監督員は，自己又は主任補助監督員を補助させるため補助監督員を定めるものとし，自己又は主

任補助監督員の権限とされる事項のうち次の各号に掲げるものを委任するものとする。

この場合において，監督員は補助監督員の氏名を乙に通知するものとする。

(1) 契約書第７条第２項第３号の規定に基づき行う工程管理，立会い，検査

(2) 契約書第10条第２項の規定に基づき行う検査

(3) 契約書第11条第１項及び第２項の規定に基づき行う立会い

(4) 契約書第11条第３項の規定に基づく記録等の提出

１－７ 現場代理人等

１－７－１ 現場代理人等の設置

(1) 契約書第８条第１項の規定に基づき設置する現場代理人，主任技術者は，乙に所属する者とす

る。乙は，監督員から監督員の指示した雇用関係を示す書面の提出を求められた場合は，その求

めに応じなければならない。

(2) 入札前に技術資料を提出した緑化資材リサイクル業務における現場代理人，主任技術者の配置

については次のとおりとする。

１）現場代理人，主任技術者のうち必ず１名以上は，技術資料等の「配置予定技術者の資格及び

業務経験」を求める様式に記載した者の中から選定し，選定した者を原則として契約期間中配

置しなければならない。
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２）主任技術者は，当該工種に対応する建設業法の許可業種に係る有資格者を選定し、選定した

者を原則として契約期間中配置しなければならない。

３）病気・死亡・退職等極めて特殊な事情により，上記１）及び２）の手続きにより選定した者

を配置することが困難となった場合は，その理由および別に配置する技術者の氏名,実績,資格

を付して監督員の承諾なければならない。なお、監督員の承諾を得て別に配置する技術者は,

原則として下記の要件を満足する者でなければならない

１）の場合は技術資料に記載した技術者と同等以上の業務経験を有する者。

２）の場合は主任技術者と同等以上の資格を有する者。。

１－７－２ 現場代理人の権限

契約書第８条第２項に規定する「設計図書に示したもの」とは，次の各号に掲げるものをいい，

現場代理人は，これらの権限を行使することができないものとする。

(1) 契約変更に係るもの

本章１－33－１に規定するもの

(2) 代金の請求及び受領に係るもの

1) 契約書第29条第１項の規定による代金の請求

2) 契約書第32条第４項の規定による遅延利息の請求

3) 契約書第30条第１項の規定による第三者による代理受領の承諾願の提出

4) 本章１－36の規定による金融機関の口座の指定

(3) 契約の解除に係るもの

契約書第36条に規定するもの

(4) 緑化資材リサイクル業務関係者に関する措置請求に係るもの

契約書第９条に規定するもの

(5) 権利義務の譲渡等に係るもの

1) 契約書第３条の規定による承諾書の提出

(6) 紛争の解決に係るもの

契約書第39条及び第40条に規定するもの

１－７－３ 現場代理人の常駐

現場代理人は，契約書第８条第２項の規定に基づき緑化資材リサイクル業務現場に常駐しなけれ

ばならない。ただし，監督員の承諾を得た場合はこの限りではない。

なお，監督員の承諾により，乙は契約上のいかなる責任又は義務を免れるものではない。

１－８ 提出書類

１－８－１ 監督員を経由しない提出書類

契約書第７条第５項に規定する「設計図書に定めるもの」とは，次の書類をいう。

(1) 契約書第９条第４項の規定による監督員に関する措置請求

(2) 契約書第29条第１項の規定による代金の支払に係る請求書
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(3) 契約書第30条第１項の規定による第三者による代理受領の承諾願

(4) 契約書第32条第４項の規定による遅延利息の請求書

(5) その他現場説明の際指定した書類

１－８－２ 提出書類の様式

乙が甲に提出する書類で様式が定められていないものは，乙において様式を定め，提出するもの

とする。ただし，甲又は監督員がその様式を指示した場合は，これに従わなければならない。

１－９ 緑化資材リサイクル業務用地等の使用

１－９－１ 緑化資材リサイクル業務用地等の使用

乙は，契約書第13条第１項に規定する「緑化資材リサイクル業務用地等」を無償で使用すること

ができるものとする。ただし，緑化資材リサイクル業務用地等は，専ら緑化資材リサイクル業務の

目的に使用するものとする。

１－９－２ 乙が確保すべき作業用地等

緑化資材リサイクル業務の履行上当然必要とされる用地及び特記仕様書において乙が確保する

と規定した場合の用地については，乙の責任で確保し，これを安全に管理するものとする。

この場合において，緑化資材リサイクル業務の履行上当然必要とされる用地とは，営繕用地（乙

の現場事務所，宿舎，駐車場等）等専ら乙が使用する用地等をいう。

ただし，特記仕様書に使用が可能とされた敷地が定められている場合は，許可を得て特記仕様書

記載の目的に使用することができるものとする。

１－９－３ 苦情又は紛争の防止等

乙は，前項の土地等の使用にあたっては，事故・損傷を防止しなければならない。また，苦情又

は紛争が生じないように努めなければならない。

１－10 関係官公署及び関係会社への手続き

乙は，道路，鉄道，河川，水路，電力施設，通信施設，ガス施設及び水道施設等に関連する関係官

公庁その他の関係機関との連絡を保たなければならない。また，緑化資材リサイクル業務に関係する

箇所での履行及び使用に当たっては，乙の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を法

令，条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督

員の指示を受けなければならない。

乙は，これらの打合せ，協議等の内容は，後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしてお

くとともに，状況を随時主任補助監督員に報告し，指示があればそれに従うものとする。

１－11 地元関係者との交渉等

１－11－１ 地元関係者との交渉

乙は，地方公共団体，地域住民等と緑化資材リサイクル業務の履行上必要な交渉を，自らの責任

において行うものとする。乙は，交渉に先立ち，主任補助監督員に事前報告の上，これらの交渉に
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当たっては誠意をもって対応しなければならない。

１－11－２ 地元関係者との紛争の防止

乙は，緑化資材リサイクル業務の履行に当たり，地域住民との間に紛争が生じないように努めな

ければならない。

１－11－３ 地元関係者との紛争の解決

乙は，地元関係者等から緑化資材リサイクル業務の履行に関して苦情があった場合は，誠意をも

ってその解決に当たらなければならない。

１－11－４ 交渉文書等の整備

乙は，前項までの交渉等の内容は，後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくと

ともに，状況を随時主任補助監督員に報告し，指示があればそれに従うものとする。

１－12 業務日

乙は，夜間，土曜，日曜，祝日（振替休日を含む）及び12月29日から翌年１月３日までの期間に

業務を行ってはならない。やむを得ず作業を行う必要がある場合は，乙は，理由を付した書面を監

督員に提出し，その承諾を得なければならない。ただし，緊急を要する場合で監督員が指示した作

業はこの限りでない。

１－13 業務の下請負

１－13－１ 下請負の要件

乙は，下請負に付する場合には，次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

(1) 乙が，緑化資材リサイクル業務の履行につき総合的に企画，指導及び調整するものであるこ

と。

(2) 下請負人が当社における競争資格登録取消又は停止の措置期間中でないこと。

(3) 下請負人は，当該下請負業務の履行能力を有すること。

１－13－２ 下請負人の管理等

(1) 乙は，緑化資材リサイクル業務の履行にあたって(2)の表に掲げるもの以外及び建設業法の建

設工事に該当しないものを下請負に付する場合，書面により契約関係を明確にしておくととも

に，乙の責任において緑化資材リサイクル業務を履行しなければならない。

(2) 施工体制台帳の提出

乙は，緑化資材リサイクル業務の履行にあたって建設業法の建設工事に該当するものを施工

するために締結した下請契約の請負代金額（当該下請契約が二以上あるときは，それらの請負

代金の総額）が3,000万円以上になるときは,別に定める国土交通省令に従って記載した施工体

制台帳を作成し,作業現場に備えるとともに,主任補助監督員に提出しなければならない。

なお、施工体制台帳を修正したときも同様とする。

(3) 施工体系図の提出

乙は、前項に示す施工体制台帳を作成した場合は、国土交通省令の定めに従って,各請負人の
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業務の分担関係を表示した施工体系図を作成し,作業関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい

場所に掲げなければならない。なお,施工場所が移動する場合においては,乙の現場事務所等に掲

げなければならない。また,施工体系図に記載した乙の,主任技術者並びに下請負人の主任技術者

については、顔写真,氏名,生年月日,所属会社名を表示した技術者台帳（様式-14号）を作成し,

作業現場に備えるとともに,作業名,作業期間,顔写真,所属等が入った名札を着用させなければ

ならない。

乙は、作成した施工体系図及び技術者台帳を所定の様式により主任補助監督員に提出するも

のとする。

なお、施工体系図及び技術者台帳を修正したときも同様とする。

１－14 請負人相互の協力

乙は，隣接工事等又は関連工事等の請負人と十分に調整の上相互に協力し，緑化資材リサイクル業

務を履行しなければならない。

また，関連のある電力，通信，水道施設等の工事及び地方公共団体等が施工する関連工事等が同時

に施工される場合にも，これら関係者と相互に協力しなければならない。

１－15 作業関係者に対する措置請求

１－15－１ 現場代理人に対する措置

甲は，現場代理人が緑化資材リサイクル業務の履行に関して，著しく不適当と思われるものが

ある場合は，乙に対して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきことを請求す

ることができる。

１－15－２ 上記以外の技術者に関する措置要求

甲又は監督員は，主任技術者が緑化資材リサイクル業務の履行に関して，著しく不適当と思わ

れるものがある場合は，乙に対して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきこ

とを請求することができる。

１－16 技術業務

１－16－１ 緑化資材リサイクル業務内容の変更等の補助業務

乙は，契約書第15条及び第16条の規定に基づき甲が行う業務の補助として必要な次の各号に掲げ

る作業を，監督員の指示に従い履行しなければならない。

(1) 緑化資材リサイクル業務に係る材料に関する調査試験

(2) 測量等現地状況の調査

(3) 設計，図面作成及び数量の算出

(4) 観測業務

(5) 履行方法の検討

(6) 変更設計図面の作成
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(7) その他資料の作成及び上記に準ずる作業

１－16－２特殊な調査及び試験への協力

乙は,甲が自ら又は甲が指定する第三者が行う特殊な調査及び試験に対して,監督員の指示によ

りこれに協力しなければならない。

１－16－３ 費用負担

甲は，１－16－１，１－16－２のうち，比較検討等を必要とする高度な設計，環境観測等特別

な費用を要するものについては，その費用を負担するものとし，その他の場合は乙の負担とする。

１－16－４ 創意工夫の提出

乙は,緑化資材リサイクル業務の履行において,自ら立案した業務効率化への工夫や技術的提案

について,主任補助監督員に提出することができる。

１－17 緑化資材リサイクル業務計画書

１－17－１ 緑化資材リサイクル業務計画書の提出

乙は，契約締結後速やかに次の各号に掲げる事項を記載した緑化資材リサイクル業務計画書を

主任補助監督員に提出しなければならない。

なお，主任補助監督員は，提出された緑化資材リサイクル業務計画書に著しく不備もしくは明

らかなかし等がある場合には，乙に対し修正を求めることができるものとする。

(1) 緑化資材リサイクル業務概要 (6) 再生資源の利用の促進と建設副産物

(2) 現場組織表 の適正処理

(3) 基本的な履行方法 (7) 仕様書に定められた事項

(4) 安全管理体制 (8) その他必要事項

(5) 緊急時の体制

１－17－２ 緑化資材リサイクル業務計画書の承諾

乙は，仕様書で緑化資材リサイクル業務計画の承諾を得るものとされた事項については，当該

事項に着手する７日前までに監督員に別途提出し，その承諾を得なければならない。

１－17－３ 変更緑化資材リサイクル業務計画書

乙は，緑化資材リサイクル業務計画書の重要な内容を変更する場合は，その都度速やかに，主

任補助監督員に変更作業計画書を提出し，必要な事項については監督員の承諾を得なければなら

ない。

１－17－４ その他

入札前に提出した技術資料に，業務計画に関する事項を記載した緑化資材リサイクル業務にあ

っては，これら提出した資料に基づき業務計画書を作成するものとする。

１－18 緊急時の体制
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(1) 乙は，休日及び夜間においても，監督員から指示を受けた場合に速やかに参集可能な体制を確

立しておくものとする。

(2) 乙は，緊急時に監督員が指示した場合は，必要な資機材を速やかに準備可能な体制の確保に努

めるものとする。

１－19 業務用プレート及び回数券の交付

甲は，緑化資材リサイクル業務の履行に必要な車両が特記仕様書に定める道路に乗り入れる場合は，

業務用プレート及び回数券を乙の申請により交付する。なお，業務用プレート及び回数券の申請は，

業務用プレート及び回数券を使用する日から１４日前までに申請しなければならない。

乙は，業務用プレート及び回数券を適正に使用し管理するとともに，緑化資材リサイクル業務の履

行以外の目的に使用してはならない。

１－20 使用材料

１－20－１ 使用材料

緑化資材リサイクル業務に使用する材料は，設計図書に規定する場合及び仮設物を除き新品でな

ければならない。

１－20－２ 使用材料の品質

契約書第10条第１項に規定する「中等の品質」とは，ＪＩＳ規格が定められている場合にあって

は，この規格に適合したもの又はこれと同等以上の品質を有するものをいう。

１－20－３ 使用材料の承諾等

乙は，緑化資材リサイクル業務に使用する材料及び製品については，あらかじめ品名，製造元又

は生産地，品質規格，使用概算数量等を明記する他，乙において品質を判定できる資料を添付した

材料承諾願（様式第４号）を主任補助監督員に提出し，その承諾を得なければならない。ただし，

別に定めるものを除きＪＩＳマーク表示の認可を受けた製品については，あらかじめ，品名，製造

元，品質規格，使用概算数量等を明記した材料使用届（様式第５号）を主任補助監督員に提出すれ

ばよいものとする。

１－20－４ 不良品の使用

乙は，主任補助監督員の承諾を得たものであっても，不良品，破損又は変質したものについては，

使用してはならない。

１－20－５ 使用材料及び製品の規格

この仕様書に示す材料及び製品の規格は，日本国内の規格によっているが，乙は，主任補助監督

員が承諾する試験機関の確認を得たもの，又は主任補助監督員が本仕様書の規格と同等以上と認め

たものを使用することができる。なお，品質の確認のために必要となる費用は，乙の負担とする。

１－21 支給材料

１－21－１ 支給材料
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契約書第12条の規定に基づき，材料を支給する場合は，支給材料の品名，規格，形状寸法，数量，

引渡し時期，引渡し場所を特記仕様書に定めるものとする。

なお，契約書第12条第３項に規定する受領書は，（様式第15号）によるものとする。

１－21－２ 支給材料の管理

乙は，甲から支給材料を受領したときは，適正に保管しなければならない。

１－21－３ 支給材料の返還

乙は，業務の履行期間満了時において，未使用の支給材料がある場合には，返還書（様式第16

号）を作成し監督員に提出するとともに支給材料を返還しなければならない。

１－21－４ その他の支給品

緑化資材リサイクル業務に必要な水（以下「作業水」という。）については，当社の指定する

水道より無償で給水できるものとし，緑化資材リサイクル業務以外の目的に使用してはならない。

なお，作業水の取扱については，契約書第12条の規定によらないものとする。

１－22 貸 与 品

１－22－１ 貸 与 品

契約書第12条に基づき，緑化資材リサイクル業務に必要な設備等を貸与（以下「貸与品」という。）

することがある。この場合において，貸与品の品名，品質，規格（又は性能），引渡し場所及び引

渡し時期を，特記仕様書に定めるものとする。

１－22－２ 貸与品の管理

乙は，貸与品に関し，契約書類等に基づいて適正に管理しなければならない。

１－23 緑化資材リサイクル業務中の安全の確保

１－23－１ 安全対策

(1) 乙は，緑化資材リサイクル業務関係者だけでなく，付近住民，一般通行人，一般通行車両等

の第三者の安全確保を図らなければならない。

(2) 乙は，所轄警察署，道路管理者，鉄道事業者，河川管理者，労働基準監督署等の関係者及び関

係機関と緊密な連絡を取り，緑化資材リサイクル業務中の安全を確保しなければならない。

(3) 乙は，道路，鉄道，河川，水路，電力施設，通信施設，ガス施設及び水道施設等又は建築物の

近傍における緑化資材リサイクル業務の履行に当たっては，これらに損害を与えないように十

分に注意しなければならない。

(4) 乙は，緑化資材リサイクル業務現場を明確に区分し，第三者の現場への立入りを防止する措

置を講じなければならない。

(5) 乙は，緑化資材リサイクル業務の履行に当り，事故等が発生しないよう使用人等に安全教育

の徹底を図り，事故等を防止するため，作業着手後，原則として作業員全員の参加により毎月，

半日以上の時間を割当て，次の各号から実施する内容を選択し，安全に関する研修・訓練等を

実施しなければならない。
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なお，緑化資材リサイクル業務計画書に当該業務の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画

を作成し，主任補助監督員に提出するとともに，その実施状況を報告するものとする。

① 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育

② 当該業務内容，手順等の周知徹底

③ 安全に関する法令，通達，指針等の周知徹底

④ 当該業務における災害対策訓練

⑤ 当該業務現場で予想される事故対策

⑥ その他，安全・訓練等として必要な事項

(6) 前記(1)，(2)，(3)，(4)，(5)に要する費用は，乙の負担とする。

１－23－２ 交通安全

(1) 乙は，緑化資材リサイクル業務用車両の運行に当たっては，事故等を防止しなければならな

い。

(2) 乙は，緑化資材リサイクル業務に使用する車両について，主任補助監督員の指示に従い一般

の車両と区別するための措置を講じておかなければならない。

１－23－３ 業務の安全

(1) 乙は，業務現場が隣接し又は同一場所において別途工事等がある場合は，請負業者間の安全施

工に関する緊密な情報交換を行うとともに，非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整

を行うため，関係者による安全協議会を組織するものとする。

(2) 監督員が，労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第30条第１項に規定する措置を講じる者と

して，同条第２項の規定に基づき，乙を指名した場合には，乙はこれに従うものとする。

(3) 乙は，緑化資材リサイクル業務中における安全の確保をすべてに優先させ，労働安全衛生法

等関係法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転，電気設備等につい

ては，関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。

１－23－４ 火災の防止

乙は，緑化資材リサイクル業務中の火災予防のため次の各号に掲げる事項を厳守するものとする。

(1) 業務に伴い雑木，草等を野焼きしてはならない。

(2) 乙は，使用人等の喫煙等の場所を指定し，指定場所以外での火気の使用は禁止しなければなら

ない。

(3) 乙は，ガソリン，塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い，周辺を整理

しなければならない。

(4) 乙は、業務用地内の屋外に堆積中の植物資源等が自然発火することのないよう、気象条件等

に注意し、万全の処置を講じなければならない。

１－23－５ 危険物の取扱い

乙は，爆発物等の危険物を備蓄し，使用する必要がある場合には，関係法令を遵守するとともに，

関係官公署の指示に従い，適切な措置を講じておかなければならない。

１－23－６ 事故等の報告
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乙は，緑化資材リサイクル業務の履行中に事故等が発生した場合は，直ちに監督員に通報すると

ともに，緑化資材リサイクル業務中事故報告書（様式第10号）を速やかに監督員に提出し，監督員

から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。

１－24 環境対策

１－24－１ 環境対策の基本姿勢

乙は，関連法令及び条例並びに仕様書の規定を遵守の上，騒音，振動，大気汚染，水質汚濁等の

問題について，緑化資材リサイクル業務計画書及び緑化資材リサイクル業務の履行の各段階におい

て十分に検討し，周辺地域の環境保全に努めなければならない。特に次の各号に示す地域の緑化資

材リサイクル業務の履行には十分な対策を講じなければならない。

(1) 相当数の住居が集合している区域

(2) 学校，保育所，病院，診療所，図書館，特別養護老人ホーム等の敷地の周囲おおむね８０ｍ区

域

(3) その他騒音，振動が問題となる区域

(4) 一般道路への緑化資材リサイクル業務車両の乗り入れ区域

(5) 河川，溜池，地下水等を用水とする地域

１－24－２ 環境問題への対応

乙は，環境への影響が予知され又は発生した場合は，直ちに監督員に報告し，監督員から指示が

あればそれに従わなければならない。第三者から環境問題に関する苦情があった場合には，乙は，

本章１－11－３及び１－11－４の規定に従い対応しなければならない。

１－24－３ 第三者への損害

甲又は監督員は，緑化資材リサイクル業務の履行に伴い地盤沈下，地下水の断絶等の理由により

第三者への損害が生じた場合に，乙に対して，乙が善良な管理者の注意義務を果たし，その損害が

避け得なかったか否かの判断をするための資料の提出を求めることができる。この場合において，

乙は必要な資料を提出しなければならない。

１－24－４ 排出ガス対策型建設機械の使用

乙は，緑化資材リサイクル業務の履行にあたり表１－１に示す一般工事用建設機械を使用する場

合は，「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年法律第51号）に基づく技術基準

に適合する機械，または，「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第24

9号，最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号)」「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程

（平成18年3月17日付け国土交通省告示第348号）」もしくは「第３次排出ガス対策型建設機械指定要領

（平成18年3月17日付け国総施第215号）に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければ

ならない。ただし，平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」，又は

これと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業により評価された排出ガス

浄化装置を装着した建設機械についても，排出ガス対策型建設機械と同等と見なすことができる。

ただし,これにより難い場合は監督員と協議するものとする。
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表1-1 一般工事用建設機械

機 種 備 考

・バックホウ・トラクタショベル（車輪式）・

ブルドーザ・発動発電機（可搬式）・空気圧

縮機（可搬式）・油圧ユニット（以下に示す

基礎工事用機械のうち，ベースマシーンとは

別に，独立したディーゼルエンジン駆動の油

圧ユニットを搭載しているもの；油圧ハン

マ，バイブロハンマ，油圧式鋼管圧入・引抜

機，油圧式杭圧入・引抜機，アースオーガ，

オールケーシング掘削機，リバースサキュレ

ーションドリル，アースドリル，地下連続壁

施工機，全回転式オールケーシング掘削

機）・ロードローラ、タイヤローラ，振動ロ

ーラ・ホイールクレーン

ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5

kw以上260kw以下）を搭載した建設機械

に限る。

１－24－５ 低騒音型・低振動型建設機械の使用

乙は，当該緑化資材リサイクル業務において，建設工事に伴う騒音振動対策指針(建設大臣官房技術審

議官通達，昭和62年3月30日)によって低騒音・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場

合には，低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(建設省告示，平成9年7月31日)に基づき指定

された建設機械を使用しなければならない。ただし，施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不

可能な場合は，認定機種と同程度と認められる機種又は対策をもって監督員と協議することができるも

のとする。

１－25 建設副産物

１－25－１ 産業廃棄物

乙は，産業廃棄物が排出される緑化資材リサイクル業務にあっては,産業廃棄物管理票（マニフ

ェスト）により,適正に処理されていることを確認するとともに主任補助監督員が求めた場合は提

示しなければならない。また,産業廃棄物の処分については,種類,発生量,分別・保管・運搬・処分

の方法,処理業者への委託内容等について緑化資材リサイクル業務計画書に記載しなければならな

い。

１－25－２ 再生資源及び建設副産物

乙は,特記仕様書に示す再生資材の使用及び建設副産物の活用等を行う他,関係法令を遵守して

建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。

(1) 乙は,資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年4月26日法律第48号，最終改正平成14年

2月8日法律第1号）に基づき,再生資源利用計画書及び再生資源促進計画書等を作成し,緑化資材

リサイクル業務計画書に含め主任補助監督員に提出しなければならない。また,建設副産物責任
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者について,乙に所属するものの中から選定し, 緑化資材リサイクル業務計画書に記載しなけ

ればならない。

(2) 乙は,再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書等を作成した場合には,業務完了後速

やかに実施状況を記録し主任補助監督員に提出するとともに,業務完了後１年間保存しなけれ

ばならない。

１－26 施工管理

乙は，契約書類に適合するよう緑化資材リサイクル業務を履行するために，自らの責任において，

設備，組織等の施工管理体制を確立しなければならない。

１－27 検査及び立会い

１－27－１ 検査及び立会い願

乙は，契約書第10条及び第11条の規定に基づき定められた仕様書に従って，作業の実施について

主任補助監督員の立会い又は検査を請求する場合は，業務実施立会（検査）願（様式第６号）を主

任補助監督員に提出しなければならない。

１－27－２ 検査に必要な費用

契約書第10条第２項及び第11条第６項に規定する「直接要する費用」とは，検査又は立会いに必

要な準備，人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備のために必要な費用をいう。

１－27－３ 検査及び立会いの省略

主任補助監督員は，設計図書に定められた検査及び立会いを省略することができる。この場合に

おいて，乙は自己の負担で，施工管理記録，写真等の資料を整備し，主任補助監督員の要求があっ

た場合にはこれを提出しなければならない。

１－27－４ 検査及び立会いの時間

検査及び立会いの時間は，当社の勤務時間内とする。ただし，検査及び立会いを必要とするやむ

を得ない理由があると主任補助監督員が認めた場合は，この限りでない。

１－27－５ 乙の責任

乙は，契約書第７条第２項第３号，第10条第２項又は第11条第１項若しくは同条第２項の規定に

基づき，主任補助監督員の立会いを受け，又は検査に合格した場合にあっても，契約書第14条に規

定する義務を免れないものとする。

１－28 数量の検測

１－28－１ 数量の検測方法

支払のための数量の検測は，仕様書に従って，乙の立会いのうえ監督員が行うものとし，数量の

検測のための測量及び数量の算出等は乙の負担により乙が行うものとする。

１－28－２ 数量の小数位

検測及び支払の数量の小数位は，次のとおりとする。



1-18

区 分 ｈａ、ｋｌ単位で検測す

る項目

他の単価表の項目

検 測 数 量 小数第３位 小数１位

支 払 数 量 小数第２位 単位止め

数値はそれぞれ次の位を四捨五入して得たものとする。

１－29 緑化資材リサイクル業務の指示及び変更指示等

１－29－１ 緑化資材リサイクル業務の指示

契約書第１条に規定する指図書は，（様式第１号）により行うものとする。

ただし，緊急を要する場合その他の理由により監督員が，乙に対して口頭による指示等を行った

場合には，乙は，その指示等に従うものとする。

監督員は，口頭による指示等を行った場合には，速やかに指図書により口頭による指示等の内容

を乙に通知するものとする。

乙は，監督員からの指図書による通知がなされなかった場合において，その口頭による指示等が

行われた７日以内に書面で，監督員にその指示等の内容の確認を求めることができるものとする。

１－29－２ 緑化資材リサイクル業務の変更指示等

監督員が，契約書第15条及び第16条の規定に基づく設計図書の変更又は訂正の指示を行う場合並

びに，契約書第17条の規定に基づく緑化資材リサイクル業務の中止を指示する場合は，変更指図書

（様式第１号）により行うものとする。

ただし，緊急を要する場合その他の理由により監督員が，乙に対して口頭による指示等を行った

場合においては，前記１－29－１の後段の規定を準用するものとする。

１－30 新 単 価

１－30－１ 新単価の算定

新単価の算定に当たっては，指図書指示時点の価格を用いるものとする。

１－30－２ 新単価の協議

(1) 単価の協議は，監督員が，新単価見積方通知書により，乙に対して見積書を監督員に提出す

るよう通知するものとし，乙はその通知に従い新単価見積書（様式第７号）を監督員に提出し

協議するものとする。

(2) 新単価については，監督員からの協議書により乙は同意書（様式第7-1号）を監督員に提出す

るものとする。

なお、協議開始の日から28日以内に協議が整わない場合には、監督員が定め乙に通知する。

１－31 緑化資材リサイクル業務の一時中止に伴う増加費用の協議

契約書第17条第３項の規定に基づき甲が負担する，緑化資材リサイクル業務の一時中止に伴う増
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加費用の契約書第21条第３項による協議は、監督員からの協議書により乙は同意書（様式第7-1号）

を監督員に提出するものとする。

なお，協議開始の日から２８日以内に協議が整わない場合には，監督員が定め，乙に通知する。

１－32 不可抗力による損害

１－32－１ 災害通知書の提出

乙は，災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し，当該被害が契約書第26条の規定の適用を受

けると思われる場合には，遅滞なく災害通知書（様式第８号）により甲に通知するものとする。な

お，災害通知書を通知した場合は，その災害に関する報告書等を本章1-38-3に規定する「技術関係

資料登録票」を作成し、監督員に提出するものとする。

１－32－２ 採択基準

契約書第26条第１項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは，緑化資材リサイクル業務

現場又は監督員が認めた観測地点において，次の各号に掲げるものをいう。

(1) 降雨に起因する場合

次のいずれかに該当する場合とする。

① 連続雨量（途中24時間以上中断することなく降った合計雨量をいう。）が150mm以上

② 24時間雨量（任意の連続24時間における雨量をいう。）が80mm以上

③ １時間雨量（任意の60分における雨量をいう。）が30mm以上

(2) 強風に起因する場合

最大風速（10分間の平均風速で最大のもの。）が15m/秒以上であった場合

(3) 地震，津波，高潮及び豪雪に起因する場合

地震，津波，高潮及び豪雪により生じた災害にあっては，周囲の状況により判断し，相当の

範囲にわたって，他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合

(4) その他設計図書で定めた基準

１－32－３ 損害額の協議

契約書第26条の規定に基づき，甲が負担する額の契約書第21条第３項による協議は，監督員から

の協議書により乙は同意書（様式第7-1号）を監督員に提出するものとする。

なお、協議開始の日から２８日以内に協議が整わない場合には，監督員が定め乙に通知する。

１－33 契約変更

１－33－１ 契約変更

甲と乙は，次の各号に掲げる場合において，請負契約の変更を行うものとする。

(1) 緑化資材リサイクル業務場所を変更する場合

(2) 契約期間を変更する場合

(3) 契約期間が完了する場合
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(4) 緑化資材リサイクル業務の履行上必要があると認める場合

１－33－２ 変更契約書の作成

前項の場合において，乙は，変更する契約書を当社所定の書式により作成し，変更契約決定通知

書に記載された期日までに，記名押印の上甲に提出しなければならない。

１－34 通常検査

契約書第27条第１項に規定する完了通知は，検測調書（様式第９号）２部を監督員に提出するこ

とにより行うものとする。

また，契約書第27条第２項に規定する検査結果の通知は，検測調書（様式第９号）により行うも

のとする。

１－35 完了高

契約書第29条第１項に規定する代金をとりまとめる月は，５，７，９，11，１，３月とする。

ただし、災害等の場合は、甲乙協議して変更するものとする。

１－36 代金の支払

甲が，代金を乙の指定する金融機関（日本国内の本支店）の口座に振り込む手続きを完了したと

きをもって，代金の支払が完了したものとする。

１－37 情報の作成

１－37－1 工事記録情報

乙は、「工事記録作成要領」及び主任補助監督員の指示に従って、工事記録情報を「工事記録収

集システム」に入力しなければならない。

１－37－２ 費用の負担

前記１－37－１に要する費用は関連する単価項目の単価に含まれるものとする。

１－38 緑化資材リサイクル業務記録等

１－38－１ 緑化資材リサイクル業務記録等

乙は，「工事記録写真等撮影要領」及び主任補助監督員の指示に従って，緑化資材リサイクル業

務履行の段階ごとに，その着手から完成までの状況が識別できる写真を整理し，主任補助監督員に

提出しなければならない。

１－38－２ 出来形調書

乙は，主任補助監督員の指示に従って，出来形測量を行い，出来形調書を作成し，主任補助監督

員に提出しなければならない。

１－38－３ 技術関係資料登録票

乙は，「技術関係資料マイクロフィルム作成要領」及び主任補助監督員の指示に従って，技術関
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係資料登録票を作成し主任補助監督員に提出しなければならない。

１－38－４ 費用の負担

前記１－38－１，２，３に要する費用は乙の負担とする。

１－39 ＣＯＲＩＮＳへの登録

乙は,受注時又は変更時において請負代金額が500万円以上の業務について,工事実績情報サービス

（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき,受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認の

お願い」を作成し主任補助監督員の確認を受けた上，登録機関に以下のとおり登録申請しなければな

らない。

また，登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた場合は，主任補助監督員に提出しなければな

らない。

① 受注時の申請は,契約締結後土曜日、日曜日、祝日を除き10日以内とする。

② 完成時の申請は,しゅん功届提出後10日以内とする。

③ 受注時の内容に変更があった場合の申請は,変更があった日から土曜日、日曜日、祝日を除き10

日以内とする。ただし,変更時と完成時の間が10日に満たない場合は,変更時の申請を省略できる

ものとする。また,請負金額のみの変更については,原則として申請を要しない。

１－40 保険の付保及び事故の補償

１－40－１ 保険の付保

契約書第37条に規定する火災保険その他の保険の付保は任意とする。

１－40－２ 法定保険の加入

乙は，雇用保険法，労働者災害補償保険法，健康保険法，中小企業退職金共済法の規定により，

使用人等の雇用形態に応じ，使用人等を被保険者とするこれらの保険に加入し又は，加入させなけ

ればならない。

１－40－３ 業務上の事故補償

乙は，使用人等の業務に関して生じた負傷，疾病，死亡及びその他の事故に対して責任を持って

適正な補償をしなければならない。

１－40－４ 建設業退職金共済組合への加入

(1) 乙は、自らの負担で建設業退職金共済組合に加入し、その掛金収納書を維持修繕作業請負契約

締結後１箇月以内に甲に提出しなければならない。

ただし、期限内に収納書を提出できない特別の事情がある場合においては あらかじめその理由

及び証紙購入予定時期を書面により申し出るものとする。

(2) 乙は、上記(1)ただし書きの申し出を行なった場合、または、請負契約額の増額変更があった

場合等において、共済証紙を追加購入した場合は、当該共済証紙に係る収納書を維持修繕作業
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完成時までに提出しなければならない。

なお、共済証紙を購入しなかった場合は、その理由を書面により甲に提出しなければならな

い。

１－41 特許権等の使用に係る費用負担

(1) 乙は，契約書第６条の規定に基づき，特許権等の対象となっている緑化資材リサイクル業務材

料，履行方法等の使用に関して費用の負担を甲に求める場合には，第三者との補償条件の交渉

を行う前に甲と協議しなければならない。

(2) 契約書第６条において，販売価格，損料，使用料等に特許権等に係る費用を含んで流通してい

る材料，機械等については，甲が設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく，かつ，乙

がその存在を知らなかったとしても，乙はその使用に関して要した費用を別途請求することは

できないものとする。

１－42 特許権等の帰属

(1) 乙は，当該緑化資材リサイクル業務の履行に関連して発明，考案，創作及び，商標としての

標章が確定（以下「発明等」という。）したときは，速やかに書面により甲に報告しなければ

ならない。

(2) 前記の発明等が，甲乙共同によるものであるときは，甲と乙とで協議の上それぞれの持分を定

め，特許，実用新案，意匠及び商標出願をするものとする。

１－43 かし担保

契約書第31条第２項に規定する「設計図書に特別に定めるかし担保の期間」とは，次の各号に掲げ

るものをいう。

(1) 木造の構造物，土工，植栽及び植生のり面工については１年

(2) 舗装については，２年又は使用開始の日から１年のうちいずれか短い期間

１－44 紛争中における甲，乙の義務

(1) 乙は，契約書第39条及び第40条の規定に基づく手続きを行った場合においても，緑化資材リサ

イクル業務を継続しなければならない。

(2) 甲は，乙が甲の定めたものに不服があり，契約書第39条及び第40条の規定に基づく手続きを行

った場合においても，契約書第29条の規定に基づく支払を行わなければならない。

１－45 関係法令及び条例の遵守

(1) 乙は，当該緑化資材リサイクル業務の履行に当たっては，乙の責任・義務においてすべての

関係諸法令及び条例等を遵守し，業務の円滑な進捗を図るとともに，諸法令の適用運用は乙の

責任において行なわなければならない。
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(2) 乙は，当該緑化資材リサイクル業務の設計図書が関係諸法令及び条例に照らし不適切であった

り，矛盾していることが判明した場合は，直ちに監督員に報告し，その確認を求めなければな

らない。

１－46 契約の解除

契約書第33条第４項に規定する「契約に違反し，その違反により契約の目的を達することができ

ないと認められるとき」とは，次の各号に掲げるものをいう。

(1) 本章１－７－３の規定に違反し現場代理人が作業現場に常駐しないため，乙に対して必要な措

置を請求したがこれに応じない場合。または，現場代理人が，その職務の執行につき不適当と

認められるため，契約書第９条第１項により乙に対して措置の請求をしたにもかかわらず，必

要な措置をとらない場合。

(2) 本章１－18に規定する作業員等の参集可能な体制及び資機材の準備可能な体制が不適切であ

ると認められるため，乙に対し改善措置を請求したがこれに応じない場合及び改善が認められ

ない場合。

(3) 本章１－23－１に規定する安全対策が不適切で，公衆損害事故及び緑化資材リサイクル業務関

係者事故を発生させるおそれがあると認められるため，乙に対して改善措置を請求したがこれ

に応じない場合及び改善が認められない場合。

(4) 品質，出来形及び提出書類等が著しく不適切であるなど，緑化資材リサイクル業務の適切な

履行の見込みがないと認められる場合又はその他の事項に関して改善措置請求に従わない場合

及び改善が認められない場合。

１－47 秘密の保持

１－47－１ 目的

緑化資材リサイクル業務のため、秘密情報及び個人情報を開示及び提供するにあたり、以下の

とおり定める。

１－47－2 定義

秘密保持に関する定義は、下記の各項目に定めるところによる。

(1)「秘密情報」とは、甲及び乙が所有する資料・データ・報告書等で、甲又は乙により秘密で

ある旨の表示がなされたものをいう。

(2)「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）に規定さ

れたものをいう。

(3)「秘密情報」及び「個人情報」は、紙・磁気・電子等の保存形・固定形態の如何を問わない。

１－47－3 目的外の使用

緑化資材リサイクル業務のために提供された秘密情報及び個人情報を業務の目的以外に使用
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してはならない。

１－47－4 適切な管理

緑化資材リサイクル業務にあたり、知り得た秘密情報及び個人情報について、善良な管理者

の注意をもって、漏えい、滅失又は毀損の防止その他適切な管理に必要な措置を講じるものと

する。

監督員が求めた場合、乙は管理に必要な措置について定めた情報管理基準を甲に提示する。

１－47－5 資料の持出し

秘密情報及び個人情報は、物的移動（複製物を作成し、複製物を移動させる場合も含む）や電磁気・

電子的・ネットワーク的移動等の方法を問わず、無断で持ち出してはならない。

１－47－6 守秘義務

緑化資材リサイクル業務にあたり、知り得た秘密情報及び個人情報を他に開示・漏洩しては

ならない。

ただし、下記の項目に該当するものは、この限りではない。

(1)この契約への違反によらず公知であるか、又は入手後公知となった情報

(2) 相手方より受領する以前から当事者が知っていた情報

(3) 相手方の書面による同意を事前に得て開示された情報

(4) 法的手続き、あるいは公認会計士による監査等により当事者が開示を求められる情報

１－47－7 業務完了後の取扱い

緑化資材リサイクル業務完了後、速やかに、秘密情報及び個人情報が記載又は記録された文書、

図面、電磁的記録等の媒体（複写物及び複製物を含む）を返還し、返還が不可能又は困難な

場合には、監督員の指示に従って、当該媒体を消去又は廃棄する。

秘密保持に係る規定は、法令の定めにあるものを除き、緑化資材リサイクル業務完了後もな

お有効とする。

１－47－8 業務の下請負を行う場合の取扱い

緑化資材リサイクル業務の一部を下請負に付した場合には、乙は下請負人に対して、秘密情

報及び個人情報に係る秘密保持について、乙の義務と同様の義務を負わせるものとする。
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表１－１ 割掛対象表の項目に示す業務の内容

【共通仮設費】

割掛対象表の

項 目 名 称

工 事 の 内 容

業務用機械運搬費 ・質量20ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬及び運搬時の損料に

要する費用をいう。

仮設材運搬費 ・仮設材（鋼矢板等）の運搬に要する費用をいう。

事業損失防止施設

費

･ 業務施工に伴って発生する騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等に起因

する事業損失を未然に防止するための仮施設の設置費,撤去費及び当該仮

施設の維持管理等に要する費用をいう。

・事業損失を未然に防止するために必要な調査等に要する費用をいう。

交通保安要員費 ・交通誘導員又は交通監視員の配置に要する費用をいう。

【雑工事費】

割掛対象表の

項 目 名 称

工 事 の 内 容

交通規制費 供用中の高速道路上で工事等を施工するにあたり、一般通行車等の安全

を確保するため、交通誘導員の配置及び標識等の設置に要する費用をい

う。

仮囲い費 民家、一般道等と工事区域との境に設置する仮囲い工目隠し板に要する

費用をいう。
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第２章 緑化資材リサイクル

目 次

２－１ 適用範囲 …………………………………………………………… １－２

２－２ 適用すべき諸基準 ………………………………………………… １－２

２－３ 緑化資材リサイクル業務計画書 ………………………………… １－２

２－４ 堆肥製造工 ………………………………………………………… １－２

２－５ チップ製造工 ……………………………………………………… １－４
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２－１ 適用範囲

この章は，緑化資材リサイクルに関する一般的事項を取り扱う。

業務は，すべて設計図書及び監督員の指示に従って行わなければならない。

２－２ 適用すべき諸基準

維持補修用機械管理要領（維持補修用機械貸与規則）

その他監督員が定める事務手続き及び諸基準等

２－３ 緑化資材リサイクル業務計画書

本仕様書１－17に規定する緑化資材リサイクル業務計画書には，次の各項を記載するものとする。

(1) 業務実施方法

(2) 使用機械

(3) 緑化資材製造工程及び品質管理体制

２－４ 堆肥製造工

（１）定 義

堆肥製造工とは、設計図書及び監督員の指示に従って、搬入又は支給された刈草等を裁断、堆積、

発酵させ堆肥を製造するものをいう。

（２）種 別

単価表の項目に示す、堆肥製造工の種別は次のとおりとする。

単価表の項目 区 分 内 容

堆肥製造工Ａ１
刈草等を裁断し、水と十分に混合させたものを発酵状況に応じて数回切返し、

水分調整、熟成を経て、10mm程度に粒度調整を行い、１m3の袋に詰めるもの

堆肥製造工Ａ２
刈草等を裁断し、水と十分に混合させたものを発酵状況に応じて数回切返し、

水分調整、熟成を経て、１m3の袋に詰めるもの

堆肥製造工Ｂ１
刈草等を裁断し、水と十分に混合させたものを発酵状況に応じて数回切返し、

水分調整、熟成を経て、10mm程度に粒度調整を行い、２㍑の袋に詰めるもの

堆肥製造工Ｂ２
刈草等を裁断し、水と十分に混合させたものを発酵状況に応じて数回切返し、

水分調整、熟成を経て、２㍑の袋に詰めるもの

堆肥製造工Ｃ
刈草等を裁断し、水と十分に混合させたものを発酵状況に応じて数回切返し、

水分調整、熟成させるもの

（３）材 料

堆肥製造工に使用する１m3詰用袋は、JIS Z 1651（ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｺﾝﾃﾅ）に適合するもののうち次の種類、形

状・寸法によるものまたはこれと同等のものとする。
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種 類 形 状・寸 法

ランニング２種 円筒形で１m3が充填できる大きさ

２㍑詰用袋の品質はポリエチレン製とし、寸法、表示内容等は特記仕様書によるものとする。

（４）品質基準

製造した堆肥は、次に示す品質を満たすものとする。

項 目 品 質

性 状

・目視による色が黒褐色で未分解の黄色組織がないこと

・0.3mm 以下のものが 30％以下であること

・有機物が 70％以上であること

取扱性 触感によるベトつきがなく、ダンゴ状に固結していないこと

含水率

電子レンジを用いて 15 分程度水分を蒸発させることにより求めた値が 60％以下

であること（JGS0122）

なお、測定容器は高さ約 2 ㎝、直径約 6 ㎝のシャーレ（3 個 1 組）とし、試料の

最少質量が約 10g（湿潤質量）のものを使用して得た値とする。

Ｃ/Ｎ比
Ｃ/Ｎコーダーによる測定もしくは肥料取締法に規定する方法により求めた値が

20 以下であること

ｐＨ
ガラス電極ｐＨメーターによる測定により求めた値が 4.5～8.5 であること試験

法 602

（５）品質管理

堆肥製造工の実施にあたっては、設計図書及び監督員の指示に基づき品質管理を行うものとする。

なお、品質管理ﾃﾞｰﾀは、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰに蓄積・整理を行い、監督員が提出を求めた場合は速や

かに提出するとともに、業務期間終了時に監督員に提出するものとする。これらに要する費用は、

堆肥製造工の契約単価に含むものとし、別途支払は行わないものとする。

（６）数量の検測

堆肥製造工の数量の検測は、製造数量（袋又は ）で行うものとする。

（７）支 払

堆肥製造工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、１袋又は１ 当たりの契約単

価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う刈草等の裁断、

切返し、水分調整、品質管理等堆肥製造工の業務に要する材料・労力・機械器具（貸与機械の場合

は、年間機械管理費、燃料、油脂）等本業務を完了するために必要なすべての費用を含むものとす

る。

単価表の項目 検測の単位

２－（１） 堆肥製造工

Ａ１ 袋
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Ａ２ 袋

Ｂ１ 袋

Ｂ２ 袋

Ｃ

２－５ チップ製造工

（１）定 義

チップ製造工とは、設計図書及び監督員の指示に従って、伐採木等を破砕しチップを製造するものをい

う。

（２）種 別

単価表の項目に示す、チップ製造工の種別は次のとおりとする。

単価表の項目 区 分 内 容

チップ製造工 伐採木等を破砕するもの

（３）品質基準

製造したチップは、次に示す品質を満たすものとする。

項 目 品 質

性 状
・目視により異物等が混入していないこと

・50mm～100mm 程度の粗さであること

（４）数量の検測

チップ製造工の数量の検測は、製造数量（m3）で行うものとする。

（５）支 払

チップ製造工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、１m3当たりの契約単価で行うもの

とする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う伐採木等の破砕等チップ製造工の業

務に要する材料（支給材料を除く）・労力・機械器具（貸与機械の場合は、現場修理及び年間機械管理費、

燃料、油脂）等本業務を完了するために必要なすべての費用を含むものとする。

単価表の項目 検測の単位

２－（２） チップ製造工 m3



提出書類の様式

提出書類の用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４版縦とする。
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様式第１号

平成 年 月 日

殿

中日本高速道路株式会社 事務所

監督員 ○印

（変更）指図書Ａ（No. ）

直ちに，次の業務に着手し，業務期間内に完了するよう指図します。

１．緑化資材リサイクル業務名

２．業 務 期 間 平成 年 月 日（ 時）から

平成 年 月 日（ 時）まで

３．施行すべき業務内容

① 業務の項目

② 業務内容 別添指図書（No. ）内訳書のとおり

４．新単価の有無 有 無

新単価は、別途変更契約を締結する。

５．特記仕様書の追加及び変更 有 無

特記仕様書の追加及び変更は、別途変更契約を締結する。

上記（変更）業務の指図書を，受領しました。

平成 年 月 日

現場代理人 ○印

（注）変更契約はの記載について、該当しない場合は取り消し線で削除すること。

様－１



様式第２号

（変更）指図書Ａ（No. ）内訳書
項目番号 項 目 数 量 単 位 摘 要

様－２



様式第３号

業 務 等 打 合 簿

緑化資材リサイクル業務名）

№

平成 年 月 日

監 督 員 印 主 任 補 助 監 督 員 印

上記、打合簿を受領しました。

平成 年 月 日 現場代理人 ○印

(注) ２枚複写とし、発注者、請負人各一部を保管する。

様－３



様式第４号

平成 年 月 日

主任補助監督員

殿

請 負 人

現場代理人 ○印

材 料 承 諾 願

（緑化資材リサイクル業務名）

標記緑化資材リサイクル業務について，下記のとおり材料を使用したいので，御承諾下さいます

ようお願いいたします。

記

使 用 概 算

品 名 製 造 元 品質規格 使 用 箇 所

数 量

様－４



様式第５号

平成 年 月 日

主任補助監督員

殿

請 負 人

現場代理人 ○印

材 料 使 用 届

（緑化資材リサイクル業務名）

標記緑化資材リサイクル業務について，下記のとおり材料を使用しますので，お届けいたします。

記

使 用 概 算

品 名 製 造 元 品質規格 使 用 箇 所

数 量

様－５



様式第６号－１

（正）

平成 年 月 日

主任補助監督員

殿

請 負 人

現場代理人 ○印

業務実施立会（検査）願

（緑化資材リサイクル業務名）

標記緑化資材リサイクル業務について，下記の実施状況を立会（検査）方お願いいたします。

記

業 務 内 容 業 務 実 施 場 所 立会（検査）希望日時

上記の立会（検査）結果は以下のとおりです。

立会（検査）実施者の確認 実施の合否 記 事

合 ・ 否

注）正副２枚複写とする。
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様式第６号－２

（副）

平成 年 月 日

主任補助監督員

殿

請 負 人

現場代理人 ○印

業務実施立会（検査）願

（緑化資材リサイクル業務名）

標記緑化資材リサイクル業務について，下記の実施状況を立会（検査）方お願いいたします。

記

業 務 内 容 実 施 場 所 立会（検査）希望日時

(主任補助)監督員 補 助 監 督 員

上記の立会（検査）結果を以下のとおり報告します。

立会（検査）実施者の確認 実施の合否 記 事

合 ・ 否

注）正副２枚複写とする。

様－７



様式第７号

平成 年 月 日

監督員

殿

請 負 人

現場代理人 ○印

新単価見積書（第 回）

（緑化資材リサイクル業務名）

平成 年 月 日付け 号をもってご通知のあった標記については， 下記のとおり

見積りいたします。

記

（注） 単価の積算根拠となるべき一位代価表を持参すること。

様－８



様式第７号-１

平成 年 月 日

監督員

殿

請 負 人

現場代理人 ○印

○ ○注） 同 意 書

（緑化資材リサイクル業務名）

平成 年 月 日付け 号で協議のありました新単価
注）

（緑化資材リサイクル業務の一

時中止に伴う増加費用の負担額、不可抗力による損害額）については同意致します。

以 上

注）協議のあった内容を記載すること。

様－9



様式第８号

災害通知書

平成 年 月 日

支社長 殿

請 負 人

現場代理人 ○印

（緑化資材リサイクル業務名）

件 名

発生年月日 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

最大日雨量 mm 最大時間雨量 mm 風速 m/s(最大 m/s)

連続降雨量 mm（ 月 日 時 ～ 月 日 時）

そ の 他 (河川の洪水による災害の場合,洪水位,洪水流量,洪水継続時間等記入)

災 害 内 容

番号 測 点 災 害 内 容 概 算 数 量 概 算 損 害 額 摘 要

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

合 計

添 付 書 類 (位置図),(写真)出来れば災害前と対比したものとする。(数量算出内訳)

様－10



様式第９号

検 測 調 書

※変更指図書Ａ（No. ）で指図のあった業務を下記のとおり完了しました

ので，お届けいたします。

（緑化資材リサイクル業務名）

検 測 調 書

監

督

員

主監

任督

補員

助

監

督

員

補

助

曜 天 請人 現代

平成 年 月 日 理

日 候 負名 場人

項目

項 目 施 行 数 量 単 位 備 考

番号

監

督

員

記

事

※変更指図書による場合でないときは，「変更」を消去する。

注）２枚複写とする。
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様式第10号

平成 年 月 日

監督員

殿

請 負 人

現場代理人 ○印

緑化資材リサイクル業務中事故報告書

（緑化資材リサイクル業務名）

標記緑化資材リサイクル業務について，下記のとおり事故が発生しましたので報告します。

１．発生年月日

２．発 生 場 所

３．死 傷 者 等

分 類 物 件

（一般 所属

公衆， 氏 名 性別 年令 住所 業者 職種 経歴 死亡 重傷 軽傷 その他

下請業 名

者等） の損害

４．事故に対する措置

５．事故の状況及び原因

６．添付書類（位置図，状況図，写真等）
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様式第11号

平成 年 月 日

中日本高速道路株式会社 支社

支社長 殿

住 所

会社名

代表者 ○印

現場代理人・主任技術者（監理技術者）・専門技術者届

（緑化資材リサイクル業務名）

標記について，下記の者を現場代理人，主任技術者（監理技術者）及び専門

技術者といたしますので，それぞれ当人の経歴書を添えてお届けいたします。

記

１ 現場代理人

職 名

氏 名

権限を有さない事項

２ 主任技術者（監理技術者）

職 名

氏 名

３ 専門技術者

職 名

氏 名

(注) 経歴書には当人の生年月日，本籍地（都道府県名），現住所，最終学歴，取得資格，職歴，

当該業務に関する経歴等を記載する。
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様式第12号

工事記録調書総括表

工 種 名

道 路 名

Ｉ Ｃ 区 間 ～ ～ ～

施設 名称等

工事記録調書枚数

工 種 名

道 路 名

Ｉ Ｃ 区 間 ～ ～ ～

施設 名称等

工事記録調書枚数

工 種 名

道 路 名

Ｉ Ｃ 区 間 ～ ～ ～

施設 名称等

工事記録調書枚数

工 種 名

道 路 名

Ｉ Ｃ 区 間 ～ ～ ～

施設 名称等

工事記録調書枚数

注１）各工種の工事記録調書記入単位ごとに記入のこと。

注２）工事が複数工種の場合，その対象工種分記入のこと。
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様式第13号

平成 年 月 日

主任補助監督員

殿

請 負 人

現場代理人 ○印

工事記録調書提出届

（緑化資材リサイクル業務名）

標記について，下記のとおり工事記録調書を作成しましたので，提出します。

記

番 号 項 目 数 量

１ 工事記録調書総括表 枚

２ 工事記録調書 枚

３ 工事記録入力ＦＤ 枚

４ 登録番号一覧 枚

５ 不明その他リスト 枚

６ 確認項目チェックリスト 枚

（注）３，４，６の項目については，工事記録調書入力システム対象工事のみとする。
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様式第14号

技 術 者 台 帳

元請会社名 会社名 会社名

監理技術者 主任技術者 主任技術者

生年月日 生年月日 生年月日

専任・非専任 専任・非専任

（写真添付）
（写真添付） （写真添付）

元請会社名 会社名 会社名

主任技術者 主任技術者 主任技術者

生年月日 生年月日 生年月日

専任・非専任 専任・非専任

（写真添付）
（写真添付） （写真添付）

元請会社名 会社名 会社名

主任技術者 主任技術者 主任技術者

生年月日 生年月日 生年月日

専任・非専任 専任・非専任

（写真添付）
（写真添付）

（写真添付）

注意事項

添付する写真は、縦3ｃｍ、横2.5ｃｍ程度の大きさとし、顔が判別できるものとする。

本様式は、２部作成するものとする。ただし、カラーコピー若しくはデジタルカメラ写真を印刷したもの

を提出してもよい。
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様式第15号

平成 年 月 日

中日本高速道路株式会社 支社

事務所

殿

請 負 人

現場代理人 印

受 領 書

下記のとおり受領いたしました。

記

１ 材料名

２．数 量

３．形状，寸法，規格

４．その他
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様式第16号

平成 年 月 日

監督員

殿

請負人

現場代理人

返 還 書

下記のとおり返還いたします。

１ 品名

２ 数量

３ 形状、寸法、規格

４ 貸与年月日

５ その他

上記については受領いたしました。

中日本日本高速道路㈱ 支社（所）

（所長）

（注） ２部提出させ、１部請負人に返還する。

様－18
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